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介護保険法施行令第 37 条の７

１～３ 略

４ 第一項の調査員養成研修を行う者の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、都

道府県の区域ごとに、その指定を受けようとする者の申請により、次に掲げる要件を満た

すと認められる者について、当該都道府県知事が行う。

一 法人であること。

二 調査員養成研修を適正かつ継続的に実施する能力があると認められること。

三 次に掲げる義務を適正に履行できると認められること。

イ 厚生労働省令で定める事項を変更するとき又は当該事業を廃止するときは、あらかじ

め、当該変更に係る内容及び時期又は当該廃止の時期並びに理由を記載した書面を添えて、

都道府県知事の承認を受けること。

ロ 厚生労働省令で定める事項を変更するときは、あらかじめ、当該変更に係る内容、時

期及び理由を都道府県知事に届け出ること。

ハ 調査員養成研修を修了した者について、厚生労働省令で定める事項を記載した名簿を

作成し、及びこれを都道府県知事に送付すること。

ニ 毎年度、当該指定に係る事業の計画を作成し、これを都道府県知事に提出し、及び当

該事業の終了後、速やかに、当該事業の実績を都道府県知事に報告すること。

ホ 調査員養成研修の実施に関して都道府県知事が当該事業に関する情報の提供、当該事

業の内容の変更その他の必要な指示を行った場合に、当該指示に従うこと。

５～７ 略


